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会 場  盛岡第２合同庁舎 ３階共用会議室 

 

 



－ 次   第 － 

 

 

開  会 

 

１ 議  題 

（１）岩手県最低賃金専門部会における審議結果について 

（２）岩手県最低賃金の改正決定について（金額審議、採決及び答申） 

（３）特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について（諮

問） 

（４）特別小委員会の設置及び委員の推薦について 

（５）その他 

 

２ その他 

 

閉  会 

 



令和６年度 第４回岩手地方最低賃金審議会出席者名簿 

令和６年８月２８日（水）午前１０時～ 

場所：盛岡第２合同庁舎 ３階共用会議室 

区 分 氏      名 所   属   等 

公
益
代
表
委
員 

植 村  亜季子 もりおか女性センター 副センター長 

郷右近    勤 岩手日報社 執行役員兼論説委員会委員 

近 藤  信 一 岩手県立大学 教授 

齋 藤  信 之 元 岩手県労働委員会 事務局長 

丸 山    仁 岩手大学 教授 

労
働
者
代
表
委
員 

小 菅  孝 広 ＪＡＭ青森岩手県連絡会 副事務局長 

小 林    斉 電機連合岩手地域協議会 事務局長 

佐々木  正 人 日本労働組合総連合会岩手県連合会 副事務局長 

藤 本    誠 日本労働組合総連合会岩手県連合会 副事務局長 

山 田  清 秋 ＵＡゼンセン岩手県支部 支部長 

使
用
者
代
表
委
員 

菊 池    透 岩手県商工会議所連合会 専務理事 

瀬 川  浩 昭 岩手県中小企業団体中央会 専務理事 

藤 田  芳 男 岩手県経営者協会 専務理事 

松 川    顕 盛岡ガス（株） 常務取締役 

宗 形  金 吉 岩手県商工会連合会 専務理事 

五十音順 

【 事 務 局 】 

所  属  等 役     職 氏     名 

岩
手
労
働
局 

 局 長 粟 村  勝 行 

労働基準部 

労 働 基 準 部 長 加 藤  大 介 

賃 金 室 長 境 澤    淳 

賃 金 室 長 補 佐 五十嵐  由佳子 

 



審議 会資料一 覧 

 

資料№１ 岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業の最低

賃金の改正決定を求める申出書 

資料№２ 岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業の最低

賃金の改正決定を求める申出書 

資料№３ 岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業の最低賃金の改正決定を求める申出書 

資料№４ 岩手県百貨店，総合スーパーの最低賃金の改正決定を求め

る申出書 

資料№５ 岩手県自動車小売業の最低賃金の改正決定を求める申出書 

 

資料№６ 岩手地方の最低賃金を直ちに 1500円以上に引き上げ、 

地域間格差の解消を求める請願署名及び寄せ書き 

          岩手県労働組合連合会（いわて労連） 

 



























○写  

令和６年８月２８日 

 

 

岩 手 労 働 局 長 

粟村 勝行  殿 

 

 

岩手地方最低賃金審議会 

会 長 丸山  仁 

 

 

 

岩手県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

当審議会は、令和６年７月５日付け岩労発基０７０５第１号を

もって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審

議を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に達したので答申する。 

また、別紙２のとおり平成２０年８月６日付け中央最低賃金審

議会の「平成２０年度地域別最低賃金改定の目安について（答申）」

の考え方に基づき最新のデータで比較したところ、令和４年１０

月２０日発効の岩手県最低賃金（時間額８５４円）は令和４年度の

岩手県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。 



別紙１  

 

岩手県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

 

１ 適用する地域 

岩手県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間９５２円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

令和６年１０月２７日 

 

 ７ 行政機関への要望 

 （１）政府に対して 

   中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図る

とともに、官公需における対応や価格転嫁対策を徹底し、賃

上げの原資の確保につなげる取組を継続的に実施するとも

に、一層、支援メニューの拡充、新たな支援策を講ずること。 

  ア 生産性向上の支援について、可能な限り多くの企業が各

種の助成金等を受給し、賃上げを実現できるように、政府

の掲げる生産性向上等への支援や経営支援を一層強化す

ること。特に、業務改善助成金については、最低賃金引上

げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者がしっかり

と活用できるよう充実するとともに、具体的事例も活用し



た周知等を徹底すること。加えて、キャリアアップ助成金、

働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等につ

いて、「賃上げ」を支援する観点から、賃上げ加算等を充実

すること。 

  イ 中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、労働生

産性を引き上げるため、設備投資の促進に資する税制や、

省力化投資の補助金等による支援を強化すること。また、

成長市場に進出しようとする者の事業再構築、新製品開発

や新市場の開拓、イノベーション創出、ＤＸ・ＧＸの取組

を促進すること。 

  ウ 価格転嫁対策については、新たな商習慣として、サプラ

イチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な

価格転嫁」を実現するため、独占禁止法の執行強化、下請

けＧメン等を活用しつつ事業所管省庁と連携した下請法

の執行強化、下請法改正の検討等を行うとともに、「労務費

の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知を徹

底すること。また、パートナーシップ構築宣言の更なる拡

大と実効性向上の取組を強化すること。さらに、ＢtoＣ事

業では相対的に価格転嫁率が低いといった課題があるた

め、消費者に対して転嫁に理解を求めていくこと。 

  エ 賃金引上げに起因する就業調整の原因となる税控除や

社会保険料制度の見直しを検討すること。いわゆる「年収

の壁」を意識せず働くことができるよう、「年収の壁・支援

強化パッケージ」の活用を促進するほか、被用者保険の適

用拡大等の見直しに取り組むこと。 

 （２）岩手県に対して 

  （１）による政府要望の趣旨に添い、県としても地域の実情

に考慮した支援策の拡充・強化をするとともに、各種助成

金申請に要する経費の支援など、賃上げ環境を整備する新

たな助成制度の創設を図ること。 



 別紙２  

 

岩手県最低賃金と生活保護との比較について 

 

 

１ 地域別最低賃金 

（１）件   名  岩手県最低賃金 

（２）最低賃金額  時間額８５４円 

（３）発 効 日  令和４年１０月２０日 

 

２ 生活保護水準 

（１）比較対象者 

１８～１９歳・単身世帯者 

（２）対象年度 

令和４年度 

（３）生活保護水準（令和４年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）

の岩手県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金

額（９４，５４１円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記

２の（３）に掲げる金額を比較すると岩手県最低賃金が下回

っているとは認められなかった。 

 

（註）１箇月換算額 

８５４円（岩手県最低賃金）×１７３.８（１箇月平均法

定労働時間数）×０.８０７（可処分所得の総所得に対する

比率※）＝１１９，７７９円 

※ 令和６年７月１０日開催の中央最低賃金審議会第２回

目安に関する小委員会資料２に示された比率。 

 



○写  

岩労発基０８２８第１号 

令和６年８月２８日 

 

 

岩手地方最低賃金審議会  

会長  丸山   仁  殿  

 

 

岩 手 労 働 局 長  

粟村  勝行  

 

 

岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業  

最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問）  

 

令 和 ６ 年 ７月 ３０ 日 付 け をも って 申 出 代 表者 基幹 労 連 岩 手県 本部

委 員 長 小 島 安 友 及 び Ｊ Ａ Ｍ 青 森 岩 手 県 連 絡 会 会 長 佐 々 木 正 か ら 、最

低 賃 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に基

づ き 、 別 添 の と お り 岩 手 県 鉄 鋼 業 、 金 属 線 製 品 、 そ の 他 の 金 属 製品

製 造 業 最 低 賃 金 （ 平 成 １ ５ 年 岩 手 労 働 局 最 低 賃 金 公 示 第 １ 号 ） の改

正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り その

必要性の有無について、貴会の意見を求める。  

  



○写  

岩労発基０８２８第１号 

令和６年８月２８日 

 

 

岩手地方最低賃金審議会  

会長  丸山   仁  殿  

 

 

岩 手 労 働 局 長 

粟村  勝行  

 

 

岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業  

最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問）  

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ６ 日 付 け を も っ て 申 出 代 表 者 Ｊ Ａ Ｍ 青 森 岩 手 県 連

絡 会 会 長 佐 々 木 正 か ら 、 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ）

第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 岩 手 県 光 学 機 械 器

具 ・ レ ン ズ 、 時 計 ・ 同 部 分 品 製 造 業 最 低 賃 金 （ 昭 和 ６ ３ 年 岩 手 労 働

基 準 局 最 低 賃 金公 示 第 ３ 号 ） の改 正 決 定 に 関 する 申 出 が あ っ たの で 、

同 法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り そ の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 、 貴 会 の 意 見

を求める。  

  



○写  

岩労発基０８２８第１号 

令和６年８月２８日 

 

 

岩手地方最低賃金審議会  

会長  丸山   仁  殿  

 

 

岩 手 労 働 局 長 

粟村  勝行  

 

 

岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、  

情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の  

有無について（諮問）  

 

令和６年７月１７日付けをもって申出代表者全日本電機 ･電子・情

報 関 連 産 業 労 働 組 合 連 合 会 岩 手 地 域 協 議 会 議 長 岡 田 直 樹 か ら 、 最 低

賃金法 (昭和３４年法律第１３７号 )第１５条第 1 項の規定に基づき、

別 添 の と お り 岩手 県 電 子 部 品 ・デ バ イ ス ・ 電 子回 路 、 電 気 機 械器 具 、

情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 （ 昭 和 ６ ３ 年 岩 手 労 働 基 準 局 最 低

賃 金 公 示 第 ２ 号 ） の 改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 ２

１ 条 の 規 定 に より そ の 必 要 性 の有 無 に つ い て 、貴 会 の 意 見 を 求め る 。  

  



○写  

岩労発基０８２８第１号 

令和６年８月２８日 

 

 

岩手地方最低賃金審議会  

会長  丸山   仁  殿  

 

 

岩 手 労 働 局 長 

粟村  勝行  

 

 

岩手県百貨店，総合スーパー最低賃金  

改正決定の必要性の有無について（諮問）  

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ ４ 日 付 け を も っ て 申 出 代 表 者 Ｕ Ａ ゼ ン セ ン 岩 手 県

支 部 支 部 長 山 田清 秋 か ら 、 最 低賃 金 法 （ 昭 和 ３４ 年 法 律 第 １ ３７ 号 ）

第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 岩 手 県 百 貨 店 ， 総 合

ス ー パ ー 最 低 賃 金 （ 平 成 ２ ９ 年 岩 手 労 働 局 最 低 賃 金 公 示 第 ２ 号 ） の

改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り そ

の必要性の有無について、貴会の意見を求める。  

  



○写  

岩労発基０８２８第１号 

令和６年８月２８日 

 

 

岩手地方最低賃金審議会  

会長  丸山   仁  殿  

 

 

岩 手 労 働 局 長 

粟村  勝行  

 

 

岩手県自動車小売業最低賃金の改正決定の  

必要性の有無について（諮問）  

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ １ 日 付 け を も っ て 申 出 代 表 者 自 動 車 総 連 岩 手 地 方

協 議 会 議 長 豊 嶋昌 勝 か ら 、 最 低賃 金 法 （ 昭 和 ３４ 年 法 律 第 １ ３７ 号 ）

第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 岩 手 県 自 動 車 小 売 業

最 低 賃 金 （ 平 成 ２ 年 岩 手 労 働 基 準 局 最 低 賃 金 公 示 第 ２ 号 ） の 改 正 決

定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り そ の 必 要

性の有無について、貴会の意見を求める。  


